
 

平成２３年 第７回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２３年６月１日（水） 

開会 午後３時００分  閉会 午後３時５５分 

 

２ 場   所  大宮庁舎４階 第２・３会議室 

 

３ 出席委員名  上羽敏夫、文珠清道、森益美、小松慶三、米田敦弘 

 

４ 欠席委員名  なし 

 

５ 説 明 者  教育次長 吉岡喜代和、教育理事 木本勝幸、教育理事 竹本茂、 

教育総務課長 藤村信行、学校教育課長 山根直樹、社会教育課長  

安達忠行、文化財保護課長 吉田誠、総括指導主事 後藤幸雄 

６ 書   記  教育総務課長補佐 味田伸一 

 

７  議   事 

・委員長職務代理者の選挙について 

(1)  議案第 28号 京丹後市社会教育指導員の解嘱について 

(2)  議案第 29号 京丹後市社会教育指導員の委嘱について 

(3)  議案第 30号 第６０回日本ＰＴＡ全国研究大会京都大会に係る後援について 

(4)  議案第 31号 日本語支援ボランティア研修会（北部）に係る後援について 

(5)  議案第 32号 専決処分の承認について（あやべ若者サポートステーション開設３周年記

念京都北部交流イベント～子ども・若者へ「夜回り先生からのメッセージ」

＆「里山再生塾」～に係る後援） 

(6)  報告第 9号 京丹後市体育指導委員の委嘱について 

 

８ そ の 他   

(1) 諸報告 

  ① 「共催」・「後援」申請に係る５月期承認について（教育次長） 

    

(2) 各課報告 

  <学校教育課> 

   ① ６月学校行事予定について 

   ② 平成２３年度全国学力・学習状況調査について 

 

<社会教育課> 



  

   ① 平成２３年度ジュニアカヌースプリント春季大会について 

   ② 第２６回国民文化祭京丹後市実行委員会第４回総会について 

③ 平成２３年度第１回京丹後市社会教育委員会議について 

④ 平成２３年度第１回京丹後市スポーツ少年団代表者会議について 

⑤ 平成２３年度第２回地域公民館長会議について 

⑥ 平成２３年度公民館わくわく講座「京丹後市見聞セミナー」について 

⑦ 平成２３年度京丹後市文化協会総会について 

 

<文化財保護課> 

① 丹後建国１３００年事業について 

 

(3) その他 

 

９ 会 議 録  別添のとおり（全９頁） 

 

１０ 会議録署名   

       別添の会議録は書記が記載したものであり、別添記載の正確であることを認めここに署

名する。 

 

平成２３年７月７日 

 

              委 員 長 上羽 敏夫  

 

署名委員 文珠 清道  
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平成２３年 第７回京丹後市教育委員会会議録（詳細）       〈６月１日（水）〉 

 

〔招 集 者〕 京丹後市教育委員会委員長 上羽敏夫 

〔被招集者〕 文珠清道、森益美、小松慶三、米田敦弘 

〔説 明 者〕 教育次長 吉岡喜代和、教育理事 木本勝幸、教育理事 竹本茂、 

教育総務課長 藤村信行、学校教育課長 山根直樹、社会教育課長 安達忠行 

文化財保護課長 吉田誠 

〔書  記〕 教育総務課長補佐 味田伸一 

 

<上羽委員長> 

 ただ今から「平成２３年 第７回京丹後市教育委員会定例会」を開会致します。 

東日本大震災からもうすぐ３ヶ月になろうとしていますが、被災地の児童、生徒は何年

先になったら心の安らぎを感じられるのでしょうか。自ら流した涙を、生きる糧に変えて

逞しく生きてほしいと願わずにはいられません。 

さて、4 月から小学校５・６年生では英語が必修化されました。国際共通語の英語に親

しませ、コミュニケーション能力をつけることが目標と思われますが、現場の教師は不安

のようでして、ある調査では、７割が指導に自信がないと回答しています。小学生のうち

は、母国語の力を養う必要があることに異論はありませんが、「学力をつける」という点か

ら見ますと、自分の考えをいかに表現して、言葉を使って相手との関係を良好にするため

の言語力が求められます。私は、京丹後市の生徒に望むことがあります。①自分に自信を

持つために、「苦手」なことから逃げずに克服する力をつけること、②「自己表現力」をつ

けて堂々と発言する態度、③「自分は自分である」との強い信念をもって、必要以上に他

人の領域に踏み込まない子供に育ってほしいということです。 

新市になって、もう７年経ちました。京丹後市の未来は、子供達次第で良くも悪くもな

ります。教育界も改革なくして成長はありえません。お互いに明日に希望をもって頑張り

ましょう。 

さて、委員長としての行事出席等は、５月１６日国民文化祭京丹後実行委員会へ、５月

２０日丹後地教連の総会へ、５月３１日市議会の初日でした。新教育委員が議会承認され

ました。本日は６月の定例会でございます。市議会は６月２４日までとなっており、出席

することになります。本日の議事は、７月２日で任期終了となります委員長職務代理者の

選挙と議案５件、報告１件でございます。委員各位の活発なご議論をお願いしまして、開

会のご挨拶とご報告をさせていただきます。 

次に米田教育長から、第６回教育委員会定例会開催後の諸会議、行事等を中心に、教育

長報告をお願いいたします。 

 

<米田教育長> 

それでは、お忙しいところご苦労様です。動静を話しますまでにご連絡等をさせていた

だきたいと思います。 

まず、台風２号ですけれども、人災こそ聞いておりませんけれども、各地に大きな被害
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をもたらしております。なかでも、黒部から野間小学校へ行きます府道７５号線、中津付

近で大規模な土砂崩れが予想されると、地割れもしているということで、昨夜午後８時に

通行止めになりました。こちらの方から野間に行く道は遠回りをしていく道がいくつかあ

るんですが、通行不能ということで、唯一通れるのが宇川の平から鞍内、小脇、野中の道

であります。弥栄中学校のスクールバスは、中学生が７名利用しております。野間小へ通

う教職員は、その道を通ることになります。ところが、離合不能な、すれ違えないという

所が非常にたくさんあるということもあって、昨日夜半になるまで色々と担当のほうも

色々な所にかけ合ってくれまして、結果的にこういうふうになるようになりました。 

まず、離合不能な道の両端に人が立ち、土木事務所の車一台で誘導する。それについて

行き、行っている間はこっち側に来る車はストップさせる。今度は、向こう側に着くと反

対側の車を誘導してこっちに行く。ですから、５分やそこらでは行かないと思いますけど、

すれ違わないように誘導してくれるということになりました。野間小学校に今日は職員が、

８時頃に着くのがトップでして、ちょっと始業を遅らせてやっておりますが、明日からは

通常でいきます。生徒のほうも、教職員のほうも通勤・通学の安全対策を最優先に対応し

なければならないと考えております。 

また、台風の真っ最中だったわけですが、峰山中・間人中・宇川中・久美浜中の４中学

校が５月２８日～３０日まで九州方面に修学旅行に行っておりました。大変心配していた

んですけども、雨の合間に予定通りにコースを回れ、雨もたいしたことはなかったという

ことで無事に帰ってきました。 

また、２９日の日曜日には大雨・洪水警報が出されました。災害警戒本部が設置された

わけですが、河川の増水が警戒水域に近くなっているということで、２号待機ということ

になりました。管理職全員出勤し、避難指示や勧告が出された地域もありまして、避難場

所となっている学校との連絡や確認に、校長との相談や指示等に対応してもらいました。 

それから、話題が逸れますけれども、東日本の大震災の給水ボランティアとして教育委

員会からは２人目になるわけですが、教育総務課の坪倉主任が、岩手県陸前高田市に５月

２２日から２７日まで行ってまいりました。感想を聞いてみますと、大変な状況であるこ

とは最初から分かっていたけれども、実際に見ると大違いで、なぜこんなことが起きるの

だろうかと思うくらいびっくりしましたと。それが道路もある程度整備されて、車も走れ

るようなってそうである。そんな状況のなかにあるから、これが直後だったら凄まじいも

のだなと感じたと。それから、がれきをくぐり抜けて水を配って回ったようですが、住民

の本当に心のこもった温かいお礼の言葉が身にしみましたということも言っておりました。 

最後になりますけど、昨日議会が始まりました。その議案の中に、「京丹後市教育委員会

委員の任命について」ということで、上羽敏夫教育委員長が任期満了で退任される。後の

委員に水野孝典氏が承認されるということがございました。上羽委員長におかれましては、

６月の議会という大仕事が続くわけですけれども、教育委員会定例会は本日が最後になり

ます。 

上羽委員さんは、合併しました平成１６年７月に教育委員として任命されまして、委員

長職務代理者として務められ、平成２０年７月から教育委員長として教育委員会の先頭に

たって奮闘いただきました。この７月７日に任期満了ということで退任されるということ

になります。行政書士という大変なお仕事をされながら、合併前の丹後町時代から教育委

員としてご活躍されまして、京丹後市になってからも、その経験を生かして我々を率先し

てリードしてくださったと思っております。大仕事でありました学校再配置も、答申を自
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らの手で受けられてから、基本計画の立案、そして議会での議決という大きな山を越える

まで大変なご苦労をいただきましたことに心からお礼を申し上げたいと思います。 

続きまして、動静の説明を簡単にいたします。 

「平成２３年５月１１日～５月３１日動静表」朗読説明 

 

<上羽委員長> 

ただいまの教育長報告について、ご質問等ありましたらお願いします。 

 

次に会議録の承認を行います。先ほど差し替えをしていただきました会議録について説

明をお願いします。 

 

<藤村教育総務課長> 

会議録の中で９ページをご覧いただきたいと思います。９ページの中段辺り、上羽委員

長のご発言の中の最後から２行目の真ん中ですが「閣僚が３人足らないから３人補充した

いと」という言葉があるんですけど、その前に余分な言葉が三文字ほど入っていたのを削

除させていただきました。 

 

<上羽委員長> 

そういうことでございます。 

第６回の署名委員は小松委員です。会議録については、すでにお手元に送付しておりま

したし、ただいまの訂正の差し替えをさせていただいております。原案のとおり承認して

よろしいでしょうか。 

 

<全委員>    

 異議なし。 

 

<上羽委員長> 

 原案どおり承認いたします。  

 

<上羽委員長> 

 本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

 文珠委員を指名しますのでお願いします。 

 それでは、お手元の会議次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

 

<上羽委員長> 

 まず、委員長職務代理者の選挙を執り行います。 

 委員長職務代理者につきましては、委員長の選挙（「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」第１２条）の例によることとし任期は１年となっており、７月２日をもって終了

いたします。従いまして、平成２３年７月３日から平成２４年７月２日までの次期委員長

職務代理者を選挙で選出していただきたいと思っております。 

 

それでは、委員長職務代理者の選挙を行います。単記・無記名でお願いします。 
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〔書記が投票用紙を配付〕 

〔委員各位が投票〕 

〔書記が投票用紙を集め、開票し、開票結果を上羽委員長に示す〕 

 

<上羽委員長> 

投票の結果をお知らせします。 

投票の結果、委員長職務代理者は文珠さんに決定いたしました。文珠さんよろしくお願

いいたします。 

任命交付書は次回のときに一緒に交付ということでございますけれども、本委員会で文

殊さんが選任されておりますので、文珠委員、前へ。ご挨拶をお願いします。 

 

<文殊委員長職務代理>  

 失礼いたします。ただいま選任していただきました文珠でございます。引き続きの職務

代理ということで、どうぞご指導、ご鞭撻賜りまして、１年間よろしくお願いいたします。 

 

<上羽委員長> 

 ありがとうございます。１年間よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案に入らせていただきます。 

 お手元の会議次第にそって議事を進めさせていただきます。 

はじめに、会議の非公開についてお諮りします。議案第２８号及び議案第２９号の２議

案については、人事案件のため、京丹後市教育委員会会議規則第１６条第１項第１号の規

定により、非公開としてよろしいでしょうか。 

 

<全委員>    

 異議なし。 

 

<上羽委員長> 

 異議なしということで全員の賛同を得ましたので、議案第２８号及び議案第２９号につ

いては非公開といたします。 

 （議案第２８号及び議案第２９号について、審議可決） 

 

<上羽委員長> 

 それでは、次の議案に入らせていただきます。議案第３０号から議案第３１号の２議案

については、いずれも後援の議案でございます。一括議題としたいと思いますが、ご異議

はございませんか。 

 

<全委員>    

 異議なし。 

 

<上羽委員長> 

 異議なしということで、議案第３０号「第６０回日本ＰＴＡ全国研究大会京都大会に係
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る後援について」、議案第３１号「日本語支援ボランティア研修会（北部）に係る後援につ

いて」を一括議題といたします。 

 米田教育長から提案理由の説明をお願いします。 

 

<米田教育長> 

 両議案とも、教育次長のほうから提案いたします。 

 

<吉岡教育次長> 

議案第３０号「第６０回日本ＰＴＡ全国研究大会京都大会に係る後援について」でござ

いますが、この事業につきましては、平成２４年８月に第６０回日本ＰＴＡ全国研究大会

が京都府内で開催されるにあたりまして、後援の依頼があったものでございます。期日は、

平成２４年８月２３日から２５日、会場は、全体会は国立京都国際会館及び京都プリンス

ホテルで、分科会は府内１０会場で実施される予定となっております。主催は、社団法人

日本ＰＴＡ全国協議会と近畿ブロックＰＴＡ協議会でありまして、申請者は同大会京都府

実行委員長、京都府ＰＴＡ協議会会長 堀井裕司氏でございます。 

議案第３１号「日本語支援ボランティア研修会（北部）に係る後援について」でござい

ます。この事業は、日本語支援ボランティアの研修機会を提供し、ボランティアのレベル

アップを目的に実施するものでございます。期日は、府内３ヶ所で実施されますが、本会

場は、平成２３年７月２３日峰山総合福祉センター、主催は財団法人京都府国際センター

でございまして、申請者は同財団の理事長 尾池和夫氏でございます。なお、開催市等が

共催しておりますし、京丹後市国際交流協会が窓口になっております。以上、２議案の後

援議案について、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

<上羽委員長> 

 ただいま後援議案につきまして、２議案のご説明をいただきました。 

 まず、議案第３０号「第６０回日本ＰＴＡ全国研究大会京都大会に係る後援について」

ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。 

次に、議案第３１号「日本語支援ボランティア研修会（北部）に係る後援について」ご

質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。 

それでは、全体を通してのご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。 

 

<文珠委員> 

ＰＴＡ全国研究大会京都大会についてですけど、詳細等はどうなっているのですか。 

 

<吉岡教育次長> 

大まかな大会日程等々のみで、添付させていただいた資料以上のものは、まだ来ており

ません。 

 

<文珠委員> 

分かりました。 

 

<上羽委員長> 
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それでは、順次お諮りをいたします。議案第３０号「第６０回日本ＰＴＡ全国研究大会

京都大会に係る後援について」につきまして、承認にご異議はございませんか。 

 

<全委員>    

 異議なし。 

 

<上羽委員長> 

 異議なしと認め、承認いたします。 

次に、議案第３１号「日本語支援ボランティア研修会（北部）に係る後援について」に

つきまして、承認にご異議はございませんか。 

 

<全委員>    

 異議なし。 

 

<上羽委員長> 

 異議なしと認め、承認いたします。 

それでは、次の議案に入らせていただきます。議案第３２号「専決処分の承認について

（あやべ若者サポートステーション開設３周年記念京都北部交流イベント～子ども・若者

へ「夜回り先生からのメッセージ」＆「里山再生塾」～に係る後援）」を議題といたします。 

 米田教育長から提案理由の説明をお願いします。 

 

<米田教育長> 

 これにつきましても、教育次長のほうから提案いたします。 

 

<吉岡教育次長> 

議案第３２号「専決処分の承認について」説明をさせていただきます。専決処分の内容

は、あやべ若者サポートステーション開設３周年記念京都北部交流イベント～子ども・若

者へ「夜回り先生からのメッセージ」＆「里山再生塾」～の後援についてでございます。

この事業は、あやべ若者サポートステーションが開設３周年を迎えるにあたり、若者自立・

就労支援に対する意義や理解を深め、これからの支援のあり方を考えるため関係者が心を

ひとつにできるイベントを開催趣旨として実施するものでございます。期日は平成２３年

７月９日・１０日、開催場所はせいざんと中丹文化会館で、主催は特定非営利活動法人ま

ごころと、あやべ若者サポートステーションであります。申請者は、同法人の理事長並び

に同センター長の藤大慶氏でございます。申請の受付は、５月１９日でございましたが、

案内の準備の関係から早急な承認の依頼があり、教育委員会の招集の暇がないため、５月

２３日付けで専決処分を行いました。以上、専決議案についてよろしくご審議をお願いい

たします。 

 

<上羽委員長> 

 議案第３２号のご説明をいただきました。ご質問、ご意見等がございましたらお願いい

たします。 
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<上羽委員長> 

それでは、お諮りをいたします。議案第３２号「専決処分の承認について（あやべ若者

サポートステーション開設３周年記念京都北部交流イベント～子ども・若者へ「夜回り先

生からのメッセージ」＆「里山再生塾」～に係る後援）」につきまして、承認にご異議はご

ざいませんか。 

 

<全委員>    

 異議なし。 

 

<上羽委員長> 

 異議なしと認め、承認いたします。 

それでは、報告議案にこれから入らせていただきます。報告第９号「京丹後市体育指導

委員の委嘱について」を議題といたします。米田教育長から報告をお願いします。 

 

<米田教育長> 

 これも、教育次長のほうから報告いたします。 

 

<吉岡教育次長> 

報告第９号「平成２３年度京丹後市体育指導委員の委嘱について」説明をさせていただ

きます。前任者がこの３月末に退任したため、欠員となっておりました弥栄町内の体育指

導委員について、補欠の委員を別紙のとおり委嘱することにしましたので報告をさせてい

ただきます。なお、平成２３年６月 1 日に委嘱を行い、任期については、規則の規定で前

任者の残任期間となっておりますので、平成２４年３月３１日までとさせていただきます。

以上です。 

 

<上羽委員長> 

 ただいま報告第９号につきましてご説明をいただきました。ご質問、ご意見等がござい

ましたらお願いいたします。 

 

<上羽委員長> 

以上で本日の議事はすべて終了させていただきました。 

続きまして５のその他ということで、諸報告、各課報告を順次お願いしたいと思います。 

 

(1) 諸報告 

  <教育次長> 

  ① 「共催」・「後援」申請に係る５月期承認について 

    

(2) 各課報告 

  <学校教育課> 

   ① ６月学校行事予定について 

 

<社会教育課> 
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   ① 平成２３年度ジュニアカヌースプリント春季大会について 

   ② 第２６回国民文化祭京丹後市実行委員会第４回総会について 

③ 平成２３年度第１回京丹後市社会教育委員会議について 

④ 平成２３年度第１回京丹後市スポーツ少年団代表者会議について 

⑤ 平成２３年度第２回地域公民館長会議について 

⑥ 平成２３年度公民館わくわく講座「京丹後市見聞セミナー」について 

⑦ 平成２３年度京丹後市文化協会総会について 

 

<文化財保護課> 

① 丹後建国１３００年事業について 

 

<上羽委員長> 

以上で第７回京丹後市教育委員会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

                          〈 閉会 午後３時５５分 〉 

  

［ ７月定例会 平成２３年 ７月８日（金） 午後４時００分 ］ 

 


